
消費者 消費者
潜在ﾕｰｻﾞｰ 下流地域 原木 その他 製材 ﾌﾟﾚｶｯﾄ 設計 施工 建材流通 施主様

４.地域型住宅の生産体制による具体的取組及び役割分担についての説明（必須）

具体的取組

３.地域材の名称･産地･認証制度等（必須）
山口県産材

対象者
会員

＜地域型住宅の生産体制による具体的取組に関する補足説明＞ 　＜様式　4-2＞

山口県全域･広島県西部地域

平成２４年　10月

山口県優良県産材･合法木材証明書

山口木配り・喜組の家

山口木配り・喜組の会

山口県東部地域

１.地域型住宅の名称・対象地域（必須）

２.ｸﾞﾙｰﾌﾟの名称・結成年月（必須）

瑕疵保険取次店を

利用して安心を確約 

ﾁｪｯｸﾘｽﾄを活用し、会員相互の連絡を密にして情報を共有 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞのﾘﾝｸを活用して、消費者様に開かれた情報を提供 

完成後も定期検査 

相談窓口を設置して維持保全の継続 

完成見学会 

山林現場・製材工場・ﾌﾟﾚｶｯﾄ工場等の見学会を開催 

会員それぞれのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを活用して広く情報公開 

若手大工の勉強会･研修会を実施 

相互理解を深める場を作り、木材品質の選別力を高める 

新技術導入の勉強会を

端材提供 

県産材の間伐等を利用した安価で迅速に用意できる住宅を研究 

現場見学会･山林見学会･工場見学会等を通じて理解を深めると共に若手の人材育成の指導・教育に努

(地域型住宅の名称) (地域型住宅供給対象地域) 

(ｸﾞﾙｰﾌの名称) (結成年月) 

（名称） (産地) (認証制度等) 

（１）地域型住宅の    

信頼性を確保する    

ための具体的取

組 

（２）地域型住宅

の   適切な維

持管理の   為

の取組 

２年･５年･10年の割合で行い点検完了報告書を作

施工業者の廃業･倒産等で維持管理

（３）地域型住宅の   

普及を促進する為の   

具体的取組 

同時に施主様の勉強会も開催 

（４）地域の住宅生

産技術の継承及

び    人材育成

に関する  具体

的取組 

生産技術の継承が目的 

山林業者      

製材業者      

大工等 

（５）新しい技術の導

入に関する具体的取

組 

年２回程度開催（特に省ｴﾈﾙｷﾞｰに力を入れる） 

（６）資源の循環利

用に関する具体的
県産ﾍﾟﾚｯﾄ利用や工場の熱源として

（７）災害時の応急住

宅の供給に関する取

（８）地域型住宅の   

生産に関する人材  

育成とその他の取

組 
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